
厚生労働行政推進調査事業費補助金（厚生労働科学特別研究事業） 

分担研究報告書 

 

電気生理学的、特に誘発電位を用いた脳死判定代替法に関する研究 

 

研究分担者 園生 雅弘  帝京大学医学部神経内科学講座 主任教授 

研究協力者 畑中 裕己  帝京大学医学部神経内科学講座 准教授 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ．研究目的 

  日本での脳死下臓器提供数は、改正臓器移植

法施行後も、欧米・アジア諸国に比較して極めて少

ない。その理由には様々なものがあるが、眼球損

傷、聴覚障害、頸髄損傷などで脳幹反射が評価で

きないために現行の基準とは脳死と判定できない

例があることもその一因である。本研究では、1) 聴

性脳幹反応（ABR）、体性感覚誘発電位（SEP）の２

つの代表的誘発電位検査が、５類型施設において

施行可能であるかについてアンケート調査、2) 自

データの再検討、3) 誘発電位を中心とする電気生

理学的検査の脳死判定における有用性について

の文献レビュー、の３つの手法によって、誘発電位

検査が脳幹反射を代替できる可能性について検討

することを目的とする。 

 

Ｂ．研究方法 

1. アンケート調査：2023年1月に「法的脳死判

定における誘発電位検査に係わる調査」を5類型

施設対象に行なった。アンケート内容としては、各

施設において、ABR、および、SEPを、脳死判定に

活用した実績（脳死とされ得る状態の診断も含む）

があるか、施行可能だが脳死判定に活用した実績

はないか、施行は困難かを尋ねた。SEPについて

は、SEP施行可能と答えた施設に対して、脳死判

定で評価すべき電位を理解しての記録・評価が可

能かについても尋ねた。アンケート配布にあたって

は、日本脳神経外科学会宮本理事長、日本救急

医学会坂本代表理事にもご尽力いただいた。 

2. 自データの再検討：2003年に報告している1)

非 脳 死 昏 睡 な い し 脳 死 状 態 の 患 者 で の

SEP/ABR・脳幹反射のデータについて、再検討を

行なった。 

3. 文献的検討：PubMedにおいて”brain death”, 

“somatosensory evoked”, “auditory brainstem” な

どをキーワードとして文献検索を行なった。その他

の既に把握していた手持ち文献も加えて、誘発電

位の脳死判定における有用性について検討した。 

  （倫理面への配慮） 

本研究について、帝京大学倫理委員会にて承

認を得ている（帝倫22-164号）。 

 

Ｃ．研究結果 

1. アンケート調査：47都道府県の249施設から

回答を得た。その５類型における内訳は、大学附

属病院：75施設(30%)、日本救急医学会 指導医指

定施設：26施設(10%)、日本脳神経外科学会基幹

プログラム施設：75施設(30%)、救命救急センター

認定施設：69施設(28%)、日本小児総合医療施設

協議会会員施設：4施設(2%)であった。 

ABR、SEPそれぞれについてのアンケート結果

を図１に示した。ABRについては、96%の施設で施

行可能であり、うち約半数は脳死判定への活用実

績があった。これに対しSEPでは、脳死判定への活

用実績がある施設は10%にとどまったが、施行可能

と答えたのは合計89%に達した。しかし、施行可能

ではあるが、脳死判定で評価すべき電位について

はよくわからないとの答えが全体の49%に達した。 

その他自由意見として、現場負担を増やさない

で欲しいというものがかなり見られた。 

2. 自データの再検討：重篤な意識障害101例

の、非脳死昏睡67記録、脳死状態53記録でのSEP、

ABR、脳幹反射所見が得られた。その結果を表１

に示す。SEPのN18消失は脳死診断における感度

100%、特異度82%という高い有用性を示した。耳朶

基準電極でのP13/14消失も感度96%、特異度87%、

ABR III波以降の消失は感度100%、特異度78%、誘

発電位すべての総合では感度96%、特異度93%で

あった。なお、ABR II波は脳死例でも5記録（9%）で

残存していた。 

研究要旨： 

聴性脳幹反応（ABR）、体性感覚誘発電位（SEP）が、５類型施設において施行可能であるかにつ

いてアンケート調査を行い、ABRは96%、SEPは89%の施設で施行可能との回答を得た。ただしSEPに

ついて脳死判定において評価すべき電位を理解している施設は半分以下にとどまった。自データ

において、SEP/ABRの残存脳幹機能検出感度は、臨床的脳幹反射よりも高く、特に、いずれかの

脳幹反射が保たれている例ではすべて誘発電位脳幹成分が保たれていたことから、ABR（３波以

降）と正中神経SEP（N18電位と耳朶基準P13/14電位）を、いずれかの脳幹反射が記録不能な場合

の代替として用いることは妥当であると結論した。また、ABRの２波は末梢の聴神経由来という説が有

力であり、２波のみの残存、特に１波の下行脚上のノッチ様の２波の残存については、脳死を否定

する根拠とはならないと考えられる。 
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臨床的脳幹反射消失は、感度は当然全て100%

（脳幹反射が残存していては脳死と診断されない）

だが、特異度は最も高い席反射でも74%、いずれか

の脳幹反射としても79%であった。即ち、非脳死記

録のうちの21%では脳幹反射すべてが消失してい

た。 

非脳死例についての脳幹反射と誘発電位所見

の関係を表２に示した。いずれの脳幹反射につい

てもその保持例において、誘発電位両者消失例は

見られなかった。SEPとABRに分けた場合、ABRに

ついては咳反射保持の5例、咽頭反射保持の4例

でIII波以降消失の脳死と区別できない所見を呈し

た。 

3. 文献的検討： 

(1) ABRの２波について 

明らかに臨床的に脳死と思われた症例でもABR

の2波は残存するという報告は多数存在する2-5)。２

波が末梢の聴神経由来とする説は以前から多くの

研究者によって出されており6-8)、十分認められて

いる説と考えられる。 

「小児における脳死判定代替法の研究」班の種

市班員から、ABR２波の残存のために脳死判定が

できない例があることが報告された（図２左）。帝京

大学での自験例（図２中）、文献報告例（図２右）な

ど、いずれも２波は１波の下行脚上のノッチ様に認

められるのが特徴である。少なくともこのような１波

下行脚上のノッチ様の２波は、脳死を否定する所

見と解釈しなくてよいと、以上の文献検討より結論

した。ABRで確実に脳幹由来なのは３波以降であ

る。 

(2) SEPと脳死判定 

正中神経SEPで脳幹由来と通常考えられるのは

P13/14成分だが、脳死でもP13/14 complexのうち

P13電位は残存するという報告がかなりあり、SEPの

脳死判定への応用を阻む要因となっていた9)。  

園生らはこの脳死でも残存するP13様電位は下

部頸髄起源でlcP13と呼ぶべきもので10)、内側毛帯

の伝導開始が主な起源であるP13/14電位11)とは区

別されるべきであること、頭皮上に広く分布する

N18電位は延髄楔状束核由来であり11-13)、脳死判

定に役立つことなどを示してきた14)。SEP/ABRの脳

死判定における有用性は他の著者も報告しており、

脳死の臨床的診断基準を全て満たすが、誘発電

位が保たれていることで脳幹機能が残存している

ことが判明する例も少数あることも指摘されている5)。 

以上、ABRとSEPを併用することにより、延髄・

橋・中脳の脳幹各レベルを評価することが可能とな

り（図３）、脳死判定への活用が期待される。特に

SEPのN18電位, 耳朶基準電極でのP13/14電位

は、従来客観的評価が困難であった延髄機能を

見ることができる方法であり、かつN18の発生源で

ある楔状束核は呼吸中枢に隣接していることも注

目される。 

(3) 脳死判定基準の国際比較について 

近年、各国の脳死判定基準を比較し、国際的統

一を目指そうという提言が報告されている15,16)。そこ

では、Recommendations and Suggestionsとして「脳

波は成人におけるルーチンの補助検査として行う

ことはもはや勧められない」、「脳波を行うのなら、

SEP、ABRと組み合わせて行われるべきである」と

報告されている16)。これは英国の脳幹死のみなら

ず、全脳死の立場をとる米国でも事実上脳波検査

は不要としてきた近年の流れの延長にあるものと言

える17)。これに対して、一次的後頭蓋窩病変では

臨床的な反応は失われても、脳波、場合によって

は意識も保たれる可能性を示唆して、補助検査不

要については慎重に考えるべきというレターが投

稿されている18)。 

 

Ｄ．考察 

(1) 脳死判定における電気生理学的検査の位

置付けについて。 

米国のガイドラインにおいては、「脳幹を含む脳

全体のすべての“機能”が不可逆的に停止した個

人は死んでいる」と定義されている。ここで細胞活

動が組織化され目的を持っているときに“機能”し

ているとされる19)。誘発電位の成分は、感覚伝導路

の活動をみたものであり、組織化され目的を持った

活動なので、“機能”の定義にあてはまる。さらに、

誘発電位は薬物などに影響されにくいということに

加えて、臨床的脳幹反射は、入力→中枢→出力

の３つが必要だが、誘発電位は、入力→中枢の２

つだけでよいので、出力の障害された状況でも評

価できるという利点を有する。このことが自データで

示された、誘発電位が臨床的脳幹反射よりも残存

脳幹機能検出における感度が高いことに対応して

いるものと考えられる。 

ちなみに、前記の近年の脳死判定基準の国際

標準化の試みにおいて、脳波は不要ということが

主張されている16)。しかしこれは全脳死の定義から

しておかしい。すなわち、脳が機能しているか否か

を臨床的に判定するということは、反応＝運動性出

力で判定するということとなる。これは、感覚を観測

者が臨床的に観察することはできないためである。

ここで、すべての運動性出力は脳幹を経由するの

で、脳幹が障害されれば運動性出力の手段が絶

たれてしまい、大脳の生死は臨床的に判断できな

くなる（図４）。大脳皮質のまとまった細胞の活動

は、意識を生ずる可能性があるという点で“機能”

であると言える。従って、大脳皮質機能を直接観察

する脳波は全脳死の定義から必須であって、その

省略を主張する米国を中心とする国際的潮流の方

が間違っているとも考えられる20)。とりわけ脳死につ

いての国民的コンセンサスが得られるまで長い議
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論があり、かつ脳波のような検査機器が十分に普

及していて、国民のそれへの信頼度も高い日本に

おいては、脳波の省略は議論すべき段階ではない

と考えるものである。 

 

(2) 誘発電位による脳死判定の代替の可能性に

ついて 

SEP/ABRの脳死判定における有用性は過去の

報告で十分に示されている。とりわけ自データで示

された、いずれかの脳幹反射が保たれている例で

はすべてSEP/ABRのいずれか、ないし両者の脳幹

成分が保たれていた事実は重要であり、いずれか

の脳幹反射が観察不能であっても、誘発電位を記

録すれば脳幹機能残存を見逃すことはないことを

示唆しており、誘発電位が脳幹反射観察不能の場

合の脳幹機能検出の代替法として用いることが正

当化されることを意味している。なおABRのみで

は、延髄中枢である咳反射・咽頭反射残存例で

ABR脳幹成分が消失しているケースが見られたの

で、この目的のためにはABRとSEPの両者の消失

を要求すべきと考えるものである。 

今回のアンケートから、返答のあった施設のう

ち、ABRは9割以上、SEPでも9割近くで施行可能で

あることが示された。ただしSEPについては、評価

すべき電位を理解している施設は半分以下であ

り、脳死判定でのSEPの有用性自体が十分に理解

されておらず、その記録法も十分に修得されてい

ない現状も明らかとなった。SEPを上記の目的で脳

幹反射の代替として用いるためには、SEP検査法

についての十分な講習などが必要と考えられる。 

また、SEPのN18電位と耳朶基準P13/14電位は

延髄機能を客観的に評価できる手段として有用で

あり、その施行を義務付ける必要はないが、無呼吸

テスト前に延髄機能消失を確認して無呼吸テストを

安心して施行できるようにするために、主に脳死と

なりうる状態における補助検査としての施行を推奨

することは、考慮されてもよいと考えられる。 

 

Ｅ．結論 

１）ABR（３波以降）と正中神経SEP（N18電位と耳朶

基準P13/14電位）を、いずれかの脳幹反射が記録

不能な場合の代替として用いることは妥当である。 

2) ABRについては、２波のみの残存、特に１波の下

行脚上のノッチ様の２波の残存については、脳死

を否定する根拠と考える必要はない。 
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表１ 誘発電位と臨床的脳幹反射の脳死診断における特異度と感度の比較（文献 1)より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２ 非脳死例の臨床的脳幹反射保持例・消失例における、誘発電位所見（文献 1)より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ ABR II 波残存例 
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図３ ABR・SEP 発生源と脳幹  図４ 脳の感覚性入力・運動性出力と脳幹障害 

大脳と直接つながる脳神経２つ（嗅神経、視神経）はいず

れも感覚神経である。運動性の脳神経、脊髄への運動性

出力はすべて脳幹を経由するので、脳幹が障害されると

運動性出力の手段はすべて絶たれてしまい、大脳の生

死を臨床的に判断することは不可能となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABR３波は橋の蝸牛神経核、５波は中

脳下丘が主な起源と考えられる。 

正中神経 SEP の N18 電位は延髄楔状

束核、耳朶基準電極での P13/14 電位

（P13, P14a）は、楔状束核から発する内

側毛帯起始部由来でやはり延髄が主な

発生部位と考えられる 11)。 
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